
 



確認の目安（イメージ） 
※下図は令和７年８月現在の情報を元にしたイメージです。古い電気機器類を廃棄する際には、都度、メーカーに問い合わせてＰＣＢ含有の有無を確認する必要があります。  

 
【注 1】汚染されている可能性がある機器は、メーカーへの問い合わせや濃度分析等によりＰＣＢ含有の有無（ＰＣＢ濃度区分等）を確認する必要があります。 

【注 2】特に、昭和 55 年までに製造・販売されたⅩ線装置・溶接機・昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤には高濃度ＰＣＢを含むコンデンサーが使用されている可能性があります。 

【注 2】特に、平成３年以前に製造・販売されたⅩ線装置や昇降機（エレベーター、エスカレーター）制御盤、平成 10 年以前に製造された溶接機には、微量ＰＣＢを含むコンデンサーが使用され 

ている可能性があります。 
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